
主
催
者
、
菊
池

委
員
長
よ
り
、
議

員
要
請
行
動
で
Ｊ

Ｒ
北
海
道
や
四
国
、

九
州
で
の
自
然
災

害
等
対
す
る
安
全
・

防
災
に
向
け
た
鉄

道
整
備
法
や
Ｊ
Ｒ

貨
物
の
経
営
安
定

支
援
策
の
要
請
を

行
っ
て
き
た
。

５
カ
年
ビ
ジ
ョ

ン
を
認
識
し
全
組
合
員
で
奮
闘

し
て
い
く
と
挨
拶
し
た
。

「
働
き
方
改
革
法
と
こ
れ
か
ら

の
課
題
に
つ
い
て
」
、
福
田
護

弁
護
士
か
ら
、
１
か
月
の
超
勤

が
１
０
０
時
間
未
満
ま
で
出
来

る
と
改
正
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で

１
０
０
時
間
が
過
労
死
の
基
準

で
あ
っ
た
。

ま
た
労
働
者
の
選
択
な
し
で

金
銭
に
よ
る
解
雇
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
。

勝
島
一
博
平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム

事
務
局
長
か
ら
「
憲
法
改
悪
の

動
き
と
平
和
を
希
求
す
る
取
り

組
み
」
と
し
て
講
演
を
受
け
た
。

松
川
書
記
長
か
ら
春
闘
に
向

け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
生

活
改
善
、
労
働
条
件
改
善
を
職

場
、
地
域
と
連
帯
し
て
取
り
組

む
と
提
起
し
た
。

各
エ
リ
ア
本
部
・
貨
物
・
青

女
家
か
ら
決
意
表
明
を
受
け
、

団
結
が
ん
ば
ろ
う
で
閉
会
し
た
。
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国
労
は
第
１
８
８
回
拡
大
中
央
委
員
会
に
お
い
て

定
期
昇
給
の
完
全
実
施
と
基
準
内
賃
金
の
４
％
相
当

額
、
１
２
０
０
０
円
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
統
一
要
求

と
し
た
。
３
月
５
日
、
交
通
ビ
ル
に
お
い
て
国
労
中

央
総
決
起
集
会
を
開
催
し
た
。
満
額
回
答
を
勝
ち
取

る
た
め
全
国
か
ら
多
く
の
組
合
員
が
集
ま
っ
た
。
水

戸
か
ら
は
13
名
が
参
加
し
た
。

職
場
の
矛
盾

仕
事
の
不
満

国
労
に
結
集
し

み
ん
な
で
相
談

解
決
へ

３６協定とは

労働基準法32条

１週の労働時間４０時間、１日の労働時間は８時間が限度である。本条の労働時間を超えて労

働させてはならない。

労働基準法36条

第32条の規定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができ

る。 （省略してます、どちらも条文は長いです）

上記の条文から一般の企業では８時間を超えて勤務する場合、超えた時間は残業時間として扱

うのが基本です。労働時間を延長し、休日に労働させるには３６協定が必要です。時間外勤務と

休日勤務を実施する会社が労組などと書面を結び、労働基準監督署に届けることになる。

有効期限は最長１年とされている。

次年度は有効期限が切れる前に届けることが必要になります。 つづく


